




	業　務　の　種　別
	


	許可番号、認定番号又は

	




	薬局、主たる機能
を有する事務所、
製造所、店舗、
営業所又は事業所
	
	




	
	所在地
	




	変更
内容
	
	
	

	
	





	





	






	
	


	
	









　　上記により、変更の届出をします。

　　　　　　 年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
                            法人にあっては、
                           （　　　　　）
                            主たる事務所の所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
                            法人にあっては、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                           （　　　　　）　　　　　　　　
                            名称及び代表者の氏名


　　　山口県知事　　　　　　殿

○１日平均取扱処方箋数
	１日平均取扱処方箋数
	
 　　　　枚




○通常の営業日及び営業時間
	薬局の営業日及び
営　業　時　間
	


営業時間の1週間の総和（　　時間／週）

	薬局の開店日及び
開　店　時　間
	


開店時間の1週間の総和（　　時間／週）

	
一般用医薬品の
販売の開店日及び
開　店　時　間
	


要指導医薬品又は一般用医薬品を販売等する1週間の総和（　　時間／週）

	
販売の開店日及び

	


要指導医薬品を販売等する1週間の総和（　時間／週）

	
販売の開店日及び

	


一般用医薬品を販売等する1週間の総和（　時間／週）

	
販売の開店日及び

	
                       

第一類用医薬品を販売等する1週間の総和（　時間／週）



○販売・授与する医薬品の区分等
	販売･授与する

	□薬局医薬品（薬局製造販売医薬品を除く。）
□薬局製造販売医薬品
□要指導医薬品
□第一類医薬品
□指定第二類医薬品
□第二類医薬品（指定第二類医薬品を除く。）
□第三類医薬品

	その他（参考情報）
	販売・授与する医薬品の区分のうち、次の取扱い
□特定要指導医薬品
□指定濫用防止医薬品



○兼営事業の種類
	兼営事業の種類
	□高度管理医療機器等販売業・貸与業
□管理医療機器販売業・貸与業
□再生医療等製品販売業
□医薬部外品
□化粧品


○特定販売の状況
	

	□要指導医薬品（特定要指導医薬品を除く。）
　 □第一類医薬品
　 □指定第二類医薬品
　 □第二類医薬品（指定第二類医薬品を除く。）
　 □第三類医薬品
　 □薬局製造販売医薬品
　　　（毒薬及び劇薬であるものを除く。）

	特定販売を行う際に
使用する通信手段
	□インターネット　 □電話　　□カタログ　　□郵便
□電子メール　　　 □FAX　　 □アプリケーションソフト　
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※要指導医薬品（特定要指導医薬品を除く。）又は指定濫用防止医薬品の特定販売を行う場合、情報提供の方法として、以下の方法により実施すること。
・映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法（例：ビデオ通話）

	

	

	特定販売のみを行う

	有　　・　　無

	

	

	特定販売の実施方法に


	
特定販売のみを行う営業時間がある場合のみ

	特定販売を行うことに

表示する薬局等の名称
	　
□申請薬局等の名称と同じ
　 □申請薬局等の名称と異なる
　　 異なる場合はその名称

	特定販売を行うことに



主たるホームページの

	・主たるホームページアドレス
（当該ホームページの必要なパスワード等がある場合には、
そのパスワード等も併せて記載すること。)


・主たるホームページの構成の概要


 




